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令和７年11月25日
第　　  649 　　号

合を含む。）の規定に基づき、医療機関の指定をしたので、生活保護法第55条の３（法

第14条第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のよう

に告示する。

　　令和７年11月25日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

指定番号 名称 所在地 指定年月日

福津生82 かわもと整形外科 福津市日蒔野一丁目５番１号 Ｒ７・10・１

筑紫生
176 乙成内科医院 筑紫野市紫三丁目６－28 Ｒ７・10・１

那珂生13 ありのままこころのクリニック 那珂川市道善二丁目50－２ Ｒ７・11・１

八女生
147 ひろかたクリニック 八女市本町２番725 Ｒ７・10・１

朝倉生81 夢人さんのクリニック 朝倉市宮野1992－１－２ Ｒ７・11・１

小生127 みんなの整形外科　リハビリ
と痛み　小郡院 小郡市大板井750－11 Ｒ７・11・１

田川生16 白寿クリニック 田川郡川崎町大字池尻296番地の１ Ｒ７・10・１

粕生歯93 になデンタルクリニック 糟屋郡志免町南里三丁目５－43 Ｒ７・11・１

大野生歯
148

クロスケアデンタルクリニッ
ク大野城

大野城市御笠川四丁目３－18－２
Ｆ Ｒ７・10・１

大野生歯
149 ふくみつ歯科 大野城市大池二丁目21－35 Ｒ７・10・１

筑紫生歯
99 二日市駅ビル歯科クリニック 筑紫野市二日市中央六丁目１－１ Ｒ７・10・１

八女生歯
80 八女公園おとなこども歯科 八女市本町621－１ Ｒ７・11・１

小生歯72 小郡駅歯科クリニック 小郡市祇園一丁目９－４ Ｒ７・10・１

中生歯61 日高歯科医院 中間市大字垣生797 Ｒ７・10・１

粕生薬
214 クローバー薬局篠栗店 糟屋郡篠栗町庄一丁目２－19 Ｒ７・11・１

粕生薬
213 ひまわり薬局うみ調剤薬局 糟屋郡宇美町宇美六丁目１番２号　

１Ｆ Ｒ７・10・１

粕生薬
216 ひまわり薬局志免店 糟屋郡志免町志免中央四丁目７番

23号 Ｒ７・10・１

目　　　次
　　　　告　　　示（第648号−第654号）

○生活保護法に基づく医療機関の指定　　　　　　　　（保護・援護課）……………１

○生活保護法に基づく指定医療機関の休止及び廃止　　（保護・援護課）……………２

○生活保護法に基づく指定医療機関の名称及び所在地の変更

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（保護・援護課）……………３

○生活保護法に基づく施術者の指定　　　　　　　　　（保護・援護課）……………４

○生活保護法に基づく指定を受けた施術者の廃止　　　（保護・援護課）……………４

○生活保護法に基づく指定を受けた施術者の氏名（名称）及び住所（

　所在地）の変更　　　　　　　　　　　　　　　　　（保護・援護課）……………４

○生活保護法に基づく施術者の指定の辞退　　　　　　（保護・援護課）……………５

　　　　公　　　告

○福岡県行政手続条例に基づく意見募集　　　　　　　　（自然環境課）……………５

○開発行為に関する工事の完了　　　　　　　　　（開発・盛土指導課）……………５

○開発行為に関する工事の完了　　　　　　　　　（開発・盛土指導課）……………５

○開発行為に関する工事の完了　　　　　　　　　（開発・盛土指導課）……………５

○開発行為に関する工事の完了　　　　　　　　　（開発・盛土指導課）……………６

　福岡県告示第648号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第49条（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並

びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年

法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるものとされた場

告　　　示
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行生薬99 西宮市調剤薬局 行橋市西宮市五丁目９番８号 Ｒ７・10・１

大野生訪
25

おおとり訪問看護ステーショ
ン

大野城市雑餉隈町一丁目８－28　
メゾン池田Ｂ棟101 Ｒ７・10・１

　福岡県告示第649号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促

進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成

６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるものとされ

た場合を含む。）の規定に基づき、指定医療機関から休止及び廃止の届出があったので

、生活保護法第55条の３（法第14条第４項においてその例によるものとされた場合を含

む。）の規定により次のように告示する。

　　令和７年11月25日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　休止

指定番号 名称 所在地 休止年月日

飯生歯
128 浅原歯科 飯塚市楽市488－５ Ｒ７・10・１

２　廃止

指定番号 名称 所在地 廃止年月日

福津生68 かわもと整形外科 福津市日蒔野一丁目５－１ Ｒ７・９・30

像生105 赤間腎クリニック 宗像市須恵一丁目３－15 Ｒ７・９・30

筑紫生89 乙成内科医院 筑紫野市紫三丁目６－28 Ｒ７・９・30

筑紫生
105

医療法人吉田会吉田泌尿器科
医院 筑紫野市二日市西一丁目４－７ Ｒ７・９・30

八女生
108 井上クリニック 八女市本町２番725号 Ｒ７・９・30

田地生
149 医療法人　古川病院 田川郡川崎町大字池尻296－１ Ｒ７・９・30

飯生291 近藤医院 飯塚市菰田西一丁目４－３ Ｒ７・10・１

粕生薬
217 美咲薬局 糟屋郡新宮町美咲二丁目６番８号　

１Ｆ Ｒ７・10・１

粕生薬
219 ひかり薬局柚須店 糟屋郡粕屋町大字仲原2924番18号 Ｒ７・10・１

粕生薬
218 タイヨー薬局　新宮店 糟屋郡新宮町三代西二丁目12番24

号 Ｒ７・10・１

粕生薬
215 ひかり薬局篠栗店 糟屋郡篠栗町中央二丁目２番19号 Ｒ７・10・１

春生薬90 ひかり薬局春日店 春日市大土居三丁目130番２号 Ｒ７・10・１

八女生薬
60 そらいろ薬局 八女市高塚568番地１ Ｒ７・10・１

朝倉生薬
66 甘木立石薬局 朝倉市来春217番４ Ｒ７・10・１

う生薬43 にいはる薬局 うきは市吉井町新治363番地６号 Ｒ７・10・１

大生薬
210 デイリリー薬局 大牟田市大字草木572－７ Ｒ７・11・１

嘉鞍生薬
６ ちくし小竹薬局 鞍手郡小竹町大字勝野3472－25 Ｒ７・10・１

嘉鞍生薬
７ タイヨー薬局桂川店 嘉穂郡桂川町大字土師字赤水2198

番２号 Ｒ７・10・１

田川生薬
64 コーエイ調剤薬局川崎店 田川郡川崎町大字田原1151番１ Ｒ７・11・１

田川生薬
65 タイヨー薬局大任店 田川郡大任町大字大行事3077番７

号 Ｒ７・10・１

飯生薬
190 セイコー薬局楽市店 飯塚市楽市141番５号 Ｒ７・10・１

飯生薬
191 セイコー薬局柏の森店 飯塚市柏の森92番108号 Ｒ７・10・１

飯生薬
192 セイコー薬局飯塚店 飯塚市菰田西一丁目６番25号 Ｒ７・10・１

飯生薬
193 タイヨー薬局 飯塚市吉原町１番22号 Ｒ７・10・１

飯生薬
194 セイコー薬局 飯塚市西町２番16号 Ｒ７・10・１

飯生薬
195 太郎丸薬局 飯塚市太郎丸515番５号 Ｒ７・10・１

田生薬
101 春日町薬局 田川市春日町２番29号 Ｒ７・10・１

行生薬98 ひかり薬局行橋店 行橋市中央二丁目７番21号 Ｒ７・10・１
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飯生薬64 タイヨー薬局 飯塚市吉原町１－22 Ｒ７・９・30

飯生薬68 セイコー薬局 飯塚市西町２－16 Ｒ７・９・30

飯生薬
140 セイコー薬局　楽市店 飯塚市楽市141－５ Ｒ７・９・30

飯生薬
146 セイコー薬局　柏の森店 飯塚市柏の森92－108 Ｒ７・９・30

飯生薬
182 太郎丸薬局 飯塚市太郎丸515－５ Ｒ７・９・30

田生薬76 春日町薬局 田川市春日町２番29号 Ｒ７・９・30

行生薬67 西宮市調剤薬局 行橋市西宮市五丁目９－８ Ｒ７・９・30

行生薬72 ひかり薬局　行橋店 行橋市中央二丁目７番21号 Ｒ７・９・30

　福岡県告示第650号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促

進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成

６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるものとされ

た場合を含む。）の規定に基づき、指定医療機関から名称及び所在地の変更の届出があ

ったので、生活保護法第55条の３（法第14条第４項においてその例によるものとされた

場合を含む。）の規定により次のように告示する。

　　令和７年11月25日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　名称の変更

指定番号 旧名称 新名称 所在地 変更年月日

大野生歯
30 はたじ歯科医院 はたじ歯科・こども歯

科医院
大野城市下大利三
丁目２－13 Ｒ７・８・１

糸島地生
歯64

医療法人有田クリニ
ック（歯科）

クロスケアデンタルク
リニック糸島

糸島市前原西四丁
目５－28 Ｒ７・10・１

２　所在地の変更

指定番号 名称 旧所在地 新所在地 変更年月日

田生112 医療法人恭和会　後
野医院

田川市大字夏吉262－
７

田川市大字伊田
3867－１ Ｒ６・10・16

大野生歯
25 ふくみつ歯科 大野城市大池二丁目21－35 Ｒ７・９・30

大野生歯
136

クロスケアデンタルクリニッ
ク

大野城市御笠川四丁目３－18－２
Ｆ Ｒ７・９・30

筑紫生歯
72 二日市駅ビル歯科クリニック 筑紫野市二日市中央六丁目１－１ Ｒ７・９・30

小生歯55 小郡駅歯科クリニック 小郡市祇園一丁目９－４ Ｒ７・９・30

直生歯38 武田歯科医院 直方市大字頓野1966－１ Ｒ７・９・30

飯生歯
127 村山歯科医院 飯塚市赤坂498－１ Ｒ７・９・30

中生歯28 日高歯科医院 中間市大字垣生通ヶ浦797 Ｒ７・９・30

粕生薬
107 タイヨー薬局新宮店 糟屋郡新宮町三代西二丁目12－24 Ｒ７・９・30

粕生薬
142 美咲薬局 糟屋郡新宮町美咲二丁目６－８ Ｒ７・９・30

粕生薬
144 ひまわり薬局うみ調剤薬局 糟屋郡宇美町宇美六丁目１番２号 Ｒ７・９・30

粕生薬
143 ひまわり薬局志免店 糟屋郡志免町志免中央四丁目７－

23 Ｒ７・９・30

粕生薬
153 ひかり薬局　篠栗店 糟屋郡篠栗町中央二丁目２－19 Ｒ７・９・30

粕生薬
156 ひかり薬局　柚須店 糟屋郡粕屋町大字仲原2924－18 Ｒ７・９・30

粕生薬
178 秀洋堂薬局　若宮本店 糟屋郡粕屋町若宮二丁目６－５ Ｒ７・９・30

春生薬55 ひかり薬局　春日店 春日市大土居三丁目130番２ Ｒ７・９・30

朝倉生薬
29 甘木立石薬局 朝倉市来春217－４ Ｒ７・９・30

う生薬30 にいはる薬局 うきは市吉井町新治363番地６ Ｒ７・９・30

嘉鞍生薬
２ ちくし小竹薬局 鞍手郡小竹町大字勝野3472－25 Ｒ７・９・30

嘉生薬64 タイヨー薬局桂川店 嘉穂郡桂川町大字土師赤水2198－
２ Ｒ７・９・30

田川生薬
33 タイヨー薬局大任店 田川郡大任町大字大行事3077－７ Ｒ７・９・30

直生薬58 そうごう薬局下境店 直方市大字下境1172－１ Ｒ７・８・31

飯生薬62 セイコー薬局飯塚店 飯塚市菰田西一丁目６－25 Ｒ７・９・30



4
令

和
７

年
11

月
25

日
　

火
曜

日
第

64
9 

号
術者から廃止の届出があったので、生活保護法第55条の３（法第14条第４項においてそ

の例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のように告示する。

　　令和７年11月25日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

指定番号 氏名又は名称 住所又は所在地 廃止年月日

宗遠生柔
39

佃　晋吾（堺整骨院　水巻院
） 遠賀郡水巻町樋口３－７ Ｒ７・10・１

　福岡県告示第653号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第２項において準用する同法第50条の２

（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶

者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４

項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定に基づき、指定を受けた施

術者から氏名（名称）及び住所（所在地）の変更の届出があったので、生活保護法第55

条の３（法第14条第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定によ

り次のように告示する。

　　令和７年11月25日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　氏名（名称）の変更

指定番号 変更前 変更後 変更年月日

田川生柔
55

栁田　樹一郎
（よねだ鍼灸整骨院）
田川郡川崎町大字池尻18番地１

栁田　樹一郎
（よねだ整骨院）
田川郡川崎町大字池尻18番地１

Ｒ７・９・26

２　住所（所在地）の変更

指定番号 変更前 変更後 変更年月日

田川生柔
55

栁田　樹一郎
（よねだ整骨院）
田川郡川崎町大字田原1113－2

栁田　樹一郎
（よねだ整骨院）
田川郡川崎町大字池尻18番地１

Ｒ７・９・26

　福岡県告示第651号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第１項（中国残留邦人等の円滑な帰国の

促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平

成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるものとさ

れた場合を含む。）の規定に基づき、施術者の指定をしたので、生活保護法第55条の３

（法第14条第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により次の

ように告示する。

　　令和７年11月25日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

指定番号 氏名又は名称 住所又は所在地 指定年月日

筑紫生マ
45

伏貫　将光（Kｅｉｒｏｗ筑
紫野ステーション）

筑紫野市桜台二丁目21－８　エト
ウビル１号 Ｒ７・10・21

筑紫生柔
100

岡部　魁斗（ＮｅｏBｏｄｙ
接骨院）

筑紫野市針摺東一丁目８－15　102
号室 Ｒ７・10・21

筑紫生柔
101

山口　晃平（ＮｅｏBｏｄｙ
接骨院）

筑紫野市針摺東一丁目８－15　102
号室 Ｒ７・10・21

筑紫生柔
102

矢澤　遼也（筑紫野あおば接
骨院）

筑紫野市大字立明寺434番地１　イ
オンモール筑紫野３Ｆ Ｒ７・10・14

筑紫生は
き35

伏貫　将光（Kｅｉｒｏｗ筑
紫野ステーション）

筑紫野市桜台二丁目21－８　エト
ウビル１号 Ｒ７・10・21

春生はき
28

龍　なつき（ＳＭＩＬＥ　Ｃ
ＡＲＥ鍼灸院） 春日市上白水八丁目２－303号 Ｒ７・10・１

粕生はき
64

葉　祥山（ぷらす鍼灸治療院　
糟屋店） 糟屋郡篠栗町庄二丁目４番28号 Ｒ７・４・１

　福岡県告示第652号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第２項において準用する同法第50条の２

（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶

者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４

項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定に基づき、指定を受けた施
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　　朝倉郡筑前町砥上字藤坂1301番７、1301番９の一部、1301番10の一部、1301番11の

一部、1301番12、1301番14、1301番15、1301番26、1301番31、1301番34、1301番35、

1301番36の一部、1301番37、1301番38、1301番39の一部、1301番40から1301番46まで

、1302番、1304番３から1304番６まで、1309番１、1309番２及び1309番６から1309番

10まで

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　兵庫県赤穂市御崎151番地の８

　　玉石重機株式会社

　　代表取締役　玉石　修介

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第

36条第３項の規定により公告する。

　　令和７年11月25日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　　小郡市三沢字松尾口3633番６及び3633番９から3633番25まで

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　北九州市小倉北区明和町９番１号

　　株式会社海王

　　代表取締役　竹下　晃平

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第

36条第３項の規定により公告する。

　　令和７年11月25日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

　福岡県告示第654号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第２項において準用する同法第51条第１

項（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配

偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第

４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定に基づき、指定を受けた

施術者から指定の辞退があったので、生活保護法第55条の３（法第14条第４項において

その例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のように告示する。

　　令和７年11月25日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

指定番号 氏名又は名称 住所又は所在地 指定の辞退年月日

柳生柔10 田中　武（新田整骨院） 柳川市大和町栄1093 Ｒ７・９・30

　公告

　「福岡県立自然公園条例施行規則の一部を改正する規則」案について、次のとおり意

見を募集します。

　　令和７年11月25日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　意見募集期間

　　令和７年11月25日から令和７年12月24日まで

２　概要、受付方法等

　　関連資料については、福岡県ホームページ（https://www.pref.fukuoka.lg.jp/）に

掲載するほか、福岡県環境部自然環境課に備え置きます。

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第

36条第３項の規定により公告する。

　　令和７年11月25日

公　　　告
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１　開発区域に含まれる地域の名称

　　小郡市三沢字水訳468番８、468番12、468番15、468番16、474番３及び474番６

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　小郡市小郡2413番地の１

　　株式会社パーセントプラス

　　代表取締役　菊池　太一郎

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第

36条第３項の規定により公告する。

　　令和７年11月25日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　　筑紫野市紫四丁目８番１、８番４、11番１、11番６、11番13及び11番18から11番23

まで並びに太宰府市高雄一丁目3687番２の一部、3690番２、4554番２の一部、5113番

の一部及び5114番の一部並びにこれらの区域内の道路・水路である市有地の一部

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　久留米市六ツ門町14番13号

　　有限会社丸昌焼肉の大昌園

　　代表取締役　密城　英成


